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嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
求
償
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
わ
ゆ
る
米
軍
再
編
が
沖
縄
の
基
地
負
担
の
軽
減
で
は
な
く
、
一
層
の
基
地
機
能
の
強
化
と
い
う
形
で
、
着
々
と
そ
の
実
施

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
・
ミ
サ
イ
ル
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
�
）
の
嘉
手
納
基
地
へ
の
配
備
並
び
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
�
の
追
加
配
備

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
沖
縄
県
民
や
国
民
の
安
全
を
守
る
と
い
う
口
実
で
、
実
際
に
は
極
東
最
大
の
空
軍
基
地
で
あ
る
嘉
手
納

基
地
を
守
る
た
め
に
、
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
・
ミ
サ
イ
ル
は
配
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
米
軍
再
編
に
伴
う
海
兵
隊
の
グ
ア
ム
へ
の
移
転
費
用
と
し
て
、
政
府
は
七
千
百
億
円
を
負
担
す
る
と
日
米
両
政
府
間

で
合
意
済
み
で
あ
る
。
日
本
政
府
が
負
担
す
る
米
軍
再
編
関
連
費
用
は
、
約
三
兆
円
に
上
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
主
権
国
家
、

独
立
国
家
が
、
外
国
軍
隊
の
国
外
移
転
に
伴
う
費
用
を
負
担
し
た
ケ
ー
ス
は
、
国
際
社
会
の
中
で
過
去
に
な
い
ケ
ー
ス
だ
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
沖
縄
で
は
米
軍
嘉
手
納
基
地
及
び
普
天
間
基
地
か
ら
の
爆
音
に
さ
ら
さ
れ
、
日
常
的
に
基
地
周
辺
住
民
は
苦
し
め
ら

れ
続
け
て
い
る
。
〝
殺
人
的
爆
音
〞
と
形
容
さ
れ
る
受
忍
限
度
を
超
え
た
爆
音
と
軍
用
機
の
墜
落
の
恐
怖
か
ら
の
解
放
を
未
だ

に
県
民
は
手
中
に
し
て
い
な
い
。
嘉
手
納
基
地
周
辺
住
民
は
、
現
在
、
「
第
二
次
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
」
を
提
起
し
、
爆
音
を
放

置
し
て
い
る
政
府
の
責
任
を
厳
し
く
追
及
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
爆
音
は
止
む
こ
と
は
な
く
、
激
化
の
一
途

一



を
た
ど
っ
て
い
る
。
爆
音
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
現
実
は
、
普
天
間
基
地
周
辺
住
民
も
同
じ
で
あ
る
。

私
は
、
平
成
十
六
年
五
月
七
日
、
「
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
分
担
に
関
す
る
質
問
主

意
書
」
を
提
出
し
、
同
年
五
月
十
四
日
、
内
閣
よ
り
「
答
弁
書
」
を
受
領
し
た
。
「
答
弁
書
」
で
判
明
し
た
こ
と
は
、
「
嘉
手

納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
」
で
原
告
ら
に
国
が
損
害
賠
償
金
と
し
て
支
払
っ
た
金
員
に
つ
い
て
、
日
米
地
位
協
定
に

基
づ
く
合
衆
国
政
府
へ
の
求
償
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
約
二
年
半
が
経
過
し
た
。
合
衆
国
政
府
か
ら

損
害
賠
償
金
の
支
払
い
は
得
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

政
府
が
「
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
」
の
確
定
判
決
に
基
づ
い
て
支
払
っ
た
賠
償
金
の
総
額
は
十
三
億
七

千
三
百
二
十
五
万
四
千
円
、
遅
延
損
害
金
と
し
て
支
払
っ
た
金
額
は
一
億
六
千
七
百
六
十
万
四
千
四
百
五
十
七
円
と
承
知
し

て
い
る
。
政
府
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
第
五
項
に
基
づ
い
て
、
合
衆
国
政
府
に
対
し
分
担
請
求
を
し
た
上
で
求
償
金

の
支
払
い
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
合
衆
国
政
府
に
対
し
、
い
つ
、
い
く
ら
の
金
額
を
求
償
し
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
が
、
前
記
の
損
害
賠
償
金
及
び
遅
延
損
害
金
の
分
担
請
求
を
合
衆
国
政
府
に
求
め
て
い
な
い
場
合
は
そ
の
理
由
を
、

二



合
衆
国
政
府
が
支
払
い
を
拒
絶
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

私
は
、
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
、
全
面
的
改
正
を
求
め
て
き
た
。
私
の
要
求
は
、
沖
縄
県
民
の
総
意
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
は
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
、
全
面
的
改
正
で
は
な
く
、
見
直
し
と
い
う
態
度
に
終
始
し
て
い

る
。
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
で
国
が
支
払
っ
た
損
害
賠
償
金
を
合
衆
国
政
府
が
分
担
支
払
い
に
応
じ
な
い
の
は
、
日
米
双
方
で
、

日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
第
五
項
の
解
釈
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

四

前
記
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
以
来
、
約
二
年
半
が
経
過
し
た
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
間
、
政

府
は
損
害
賠
償
金
分
担
支
払
を
求
め
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
機
関
で
交
渉
を
行
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
、
国
民
へ
の
説
明

責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
交
渉
機
関
、
交
渉
担
当
者
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


